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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第52期

第３四半期連結
累計期間

第52期
第３四半期連結
会計期間

第51期

会計期間

自　平成20年
　　11月１日
至　平成21年
　　７月31日

自　平成21年
　　５月１日
至　平成21年
　　７月31日

自　平成19年
　　11月１日
至　平成20年
　　10月31日

売上高 (千円) 14,246,7504,329,70029,570,158

経常利益又は損失(△) (千円) △296,620 8,559△3,902,978

四半期(当期)純損失
(△)

(千円) △5,568,004△304,735△16,257,525

純資産額 (千円) ― 18,202,67323,782,520

総資産額 (千円) ― 27,526,21241,246,808

１株当たり純資産額 (円) ― 103.43 135.12

１株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円) △31.64 △1.73 △411.96

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) ― 66.1 57.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 830,020 ― 4,970,667

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 2,250,014 ― 4,568,870

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △5,362,467 ― △3,956,690

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 5,190,9807,488,868

従業員数 (名) ― 1,414 2,012

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第51期及び第52期第３四半期連結累計(会計)期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益は、１株当

たり四半期(当期)純損失を計上しているため記載しておりません。

３　第52期第３四半期連結累計期間の四半期純損失の計上は、事業合理化に伴う事業場閉鎖損失の計上等によるも

のです。
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２ 【事業の内容】

　

当第３四半期連結会計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はあ

りません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

　

当第３四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年７月31日現在

従業員数(名)
1,414
[　126]

(注)　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員は[　]内に当第３四半期連結会計期間の平均雇用人員を外数で記載して

おります。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年７月31日現在

従業員数(名)
711
[　122]

(注)　従業員数は就業人員数であり、臨時従業員は[　]内に当第３四半期会計期間の平均雇用人員を外数で記載しており

ます。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績
　

①　養殖真珠浜揚実績

当第３四半期連結会計期間における養殖真珠浜揚実績はありません。
　

②　真珠製品加工実績(ネックレス・バラ珠)

　

　 生産高(千円)

アコヤ真珠 69,475

淡水真珠 28,300

マベ真珠 19,087

合計 116,864

(注) １　加工実績には消費税等を含んでおりません。

２　金額は、製造原価によっております。

　

③　宝飾品加工実績(細工品)

　

　 生産高(千円)

真珠製品 96,571

マベ真珠製品 17,923

南洋真珠製品 107,652

貴石・半貴石製品 859,573

貴金属製品 120,721

その他 371

合計 1,202,813

(注) １　加工実績には消費税等を含んでおりません。

２　金額は、製造原価によっております。

　

(2) 受注実績

当社グループは、原則として見込生産を行っているため該当事項はありません。

　

(3) 販売実績
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

小売事業 2,518,349

卸売事業 1,811,351

合計 4,329,700

(注)　販売実績には消費税等を含んでおりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　なお、継続企業の前提に関する重要事象等については「第５　経理の状況　継続企業の前提に重要な疑義を

抱かせる事象又は状況」に記載しております。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機に端を発して景気の悪化が進行し、
企業収益と設備投資に一部回復の兆しがみられますが、雇用情勢は依然として厳しく、個人消費も低迷する
など、景気の先行きは不透明のまま推移いたしました。
　宝飾品業界におきましては、個人消費の急激な冷え込み、業界内での競争激化等により、業績低迷を余儀な
くされ、その環境は非常に厳しいものとなりました。
　このような状況のもと、当社グループは、新経営陣のもと、事業構造の改革と収益力の回復のため、大幅な
人員削減の実施、養殖場の閉鎖等による生産体制の適正化を図りました。併せて、財務体質の更なる改善の
ため、引き続き、在庫内容の適正化と遊休資産の売却によるキャッシュ・フローの改善に取組みました。
　また、当年５月より抜本的な組織改革を実行し、新体制のもとに商品開発・供給及び販売戦略の見直しを
着実に推進いたしました。
　売上面におきましては、小売部門が市場の冷え込みにより販売は低迷し、卸部門は合理化戦略を実施した
こと等により、売上高は大きく減少いたしました。また、海外子会社におきましても、グローバルな景気後退
の影響は避けられず、一部子会社の事業縮小もあり同様に減少いたしました。
　以上の結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は43億29百万円となりました。
　利益面では、小売部門の売上原価率の改善に注力し、併せて販売費及び一般管理費の徹底的な合理化削減
に継続して取組み、費用削減の成果を上げました。
　営業損益は、売上の大幅な減少による減益がありましたが、売上原価率の改善取組みの成果とコスト低減
効果もあり、当第３四半期連結会計期間において営業利益は54百万円、経常利益は８百万円となりました。
　また、特別損益におきましては、特別損失にリース解約損２億28百万円、遊休資産の減損損失58百万円等を
計上したことにより、税金等調整前四半期純損益は２億98百万円の損失となりました。
　以上の結果、四半期純利益は、税効果会計を加味し、３億４百万円の損失となりました。

　

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

小売事業

収益力の回復のため、構造改革の一環として、国内小売店舗のスクラップ＆ビルドに着手しており、

今後、不採算店舗の統廃合と既存旗艦店の大規模リニューアル等を実行していく予定であります。

　当第３四半期連結会計期間の売上高は25億18百万円、営業損失は22百万円となりました。

卸売事業

小売事業と同様に構造改革等の一環として、組織・人員体制の合理化に着手しており、今後、適正な

体制のもと効率的な販売戦略を推進してまいります。

　当第３四半期連結会計期間の売上高は18億11百万円、営業利益は３億61百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、第２四半期連結会計期間末と比べ15億52百万円減少し275億

26百万円となりました。これは、主に棚卸資産の減少７億40百万円によるものであります。

　一方、負債は、有利子負債の減少12億39百万円、及び、支払手形及び買掛金の増加１億92百万円等により、

第２四半期連結会計期間末と比べ12億12百万円減少し93億23百万円となりました。

　また、純資産は、第２四半期連結会計期間末と比べ３億39百万円減少し182億２百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、51億90百万円と第２四半期連結会計期

間末に比べ28百万円増加いたしました。

　「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、８億30百万円の増加となりました。これは主に、棚卸資産の

減少に伴なう収入によるものであります。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、22億50百万円の増加となりました。これは主に、有形固定資

産の売却による収入によるものであります。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、53億62百万円の減少となりました。これは主に、長期借入金

の返済による支出によるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(6) 重要事象等に対する対応策

「２　事業等のリスク」に記載した重要事象等に対する対応策は、「第５　経理の状況　継続企業の前提

に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」に記載しております。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　

当第３四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の売却の計画は次のとおりでありま

す。

　提出会社

　

事業所名
(所在地)

事業の種類別
セグメントの
名称

設備の内容
建物

及び構築物
(千円)

工具器具及
び備品
(千円)

土地
(千円)
(面積㎡)

その他
(千円)

合計
(千円)

予定年月

田崎真珠研修
センター
(兵庫県三木市)

全社共通 研修設備 168,8551,683
43,967
(122,206)

82 214,589
平成21年
8月

(注)　金額は帳簿価額であります。なお、消費税等を含んでおりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 360,000,000

Ａ種優先株式 70,000,000

計 430,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末現在

発行数(株)
(平成21年７月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年９月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 37,805,66437,805,664
東京証券取引所
(市場第一部)

―

Ａ種優先株式 35,000,00035,000,000非上場 (注)

計 72,805,66472,805,664― ―

(注)　Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。

(1) 優先株式に対する剰余金の配当

当社は、剰余金の配当をするときは、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記録された優先

株式を有する株主(以下「優先株主」という。) 又は優先株式の登録株式質権者 (以下「優先登録株式

質権者」という。) に対し、優先株式１株につき、普通株式１株あたりの配当金にその時点での取得比

率を当初取得比率で除した数を乗じた額の配当を、当該配当の基準日の最終の株主名簿に記載又は記

録された普通株式を有する株主 (以下「普通株主」という。) 又は普通株式の登録株式質権者 (以下

「普通登録株式質権者」という。) と同順位にて行う。１円未満の端数が生じた場合には、これを切り

捨てるものとする。

(2) 残余財産の分配

① 当社は、残余財産を分配するときは、優先株主又は優先登録株式質権者に対し、普通株主又は普通登

録株式質権者に先立ち、優先株式１株あたりの残余財産分配額として、200円(以下「優先残余財産

分配金」という。) を分配する。

② 優先株式発行後、(4)項④(イ)乃至(ホ)のいずれかに該当する場合には、(4)項④の規定に従い、優先

残余財産分配金の額を調整する。
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③ 優先株主又は優先登録株式質権者に対し①に基づく分配を行ってなお残余財産が残存する場合(以

下かかる残存する残余財産を「残存残余財産」という。) で、残存残余財産の額が残余財産分配時

の発行済普通株式数 (自己株式を除く。) に優先残余財産分配金 (②に基づく調整があった場合

にはその調整後の優先残余財産分配金をいう。以下この項において同じ。) を乗じた額に満たない

場合には、残存残余財産については優先株主又は優先登録株式質権者に対して残余財産の分配を

行わない。

④ 優先株主又は優先登録株式質権者に対し①に基づく分配を行ってなお残存残余財産が残存する場

合で、残存残余財産の額が残余財産分配時の発行済普通株式数(自己株式を除く。) に優先残余財

産分配金を乗じた額を超える場合には、残存残余財産のうち上記額を超えない部分については優

先株主又は優先登録株式質権者に対して残余財産の分配を行わず、上記額を超える部分 (以下

「再残存残余財産」という。) については、優先株主又は優先登録株式質権者に対して、優先株式

１株当たり、再残存残余財産についての普通株式１株当たりの分配額にその時点での取得比率を

当初取得比率で除した数を乗じた額の残余財産を、普通株主又は普通登録株式質権者と同順位に

て支払う。

(3) 議決権及び単元株式数

① 優先株主は、株主総会において議決権を有する。

② 優先株式の１単元の株式数は、1,000株とする。

(4) 株式の併合又は分割、株式無償割当て等

① 当社は、株式の併合又は株式の分割をするときは、優先株式につき、普通株式と同時に同一の割合で

これをする。

② 当社は、株式無償割当て又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。以下同じ。) 無

償割当てをするときは、優先株主に対し、優先株式の株式無償割当て又は優先株式を目的とする新

株予約権無償割当てを、普通株主に対して行う普通株式の株式無償割当て又は普通株式を目的と

する新株予約権無償割当てと、それぞれ同時に同一の割合 (新株予約権における行使の目的たる

株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。) でする。

③ 当社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行(自己株式の処分を含む。以

下同じ。) 又は株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行 (自

己新株予約権の処分を含む。以下同じ。) をするときは、優先株主に対し、優先株式又は優先株式を

目的とする新株予約権の割当てを受ける権利を、普通株主に対して与える普通株式又は普通株式

を目的とする新株予約権の割当てを受ける権利と、それぞれ同時に同一の割合 (新株予約権にお

ける行使の目的たる株式数の比率を実質的に同一にすることを含む。) で、優先株主の権利・利益

に鑑みての実質的に公平な払込金額、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額その他の

条件により与える。

④ 優先株式発行後、次の(イ)号乃至(ニ)号のいずれかに該当する場合には、優先残余財産分配金は、そ

の直前における優先残余財産分配金(以下「調整前優先残余財産分配金」という。) をもとに下記

算式 (以下「優先残余財産分配金調整式」という。) により計算される額に調整され、(ホ)号に該

当する場合には、同号に従って調整される (かかる調整後の優先残余財産分配金を以下「調整後

優先残余財産分配金」という。)。調整後優先残余財産分配金の額は、小数点第１位まで算出し、そ

の小数点第１位を四捨五入する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新規発行・処分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調整前の　　　　　　優先株式数　 × １株あたり払込金額
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　既発行優先株式数　＋　――――――――――――――――――
　　　　　　 調整後　　　　　調整前　　　　　　　 　　　　　　　　　　 調整前優先残余財産分配金
　　　　　優先残余財産 ＝ 優先残余財産 × ―――――――――――――――――――――――――――――
　　　　　 　分配金　　　　　分配金　　　　　調整前の既発行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 優先株式数　　＋　 新規発行・処分優先株式数
　

(イ) 優先株式につき株式の分割をするとき

優先株式につき株式の分割をするときは、これにより増加する株式数を新規発行・処分優先株式

数とみなし、１株あたり払込金額を零円として優先残余財産分配金調整式を使用するものとし、株

式の分割の効力発生日以降、調整後優先残余財産分配金を適用する。

(ロ) 優先株式につき株式無償割当てをするとき

優先株式につき株式無償割当てをするときは、１株あたり払込金額を零円として優先残余財産分

配金調整式を使用するものとし、株式無償割当ての効力発生日以降、調整後優先残余財産分配金を

適用する。

(ハ) 優先株式につき株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行をするとき

優先株式につき株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行をするときは、払

込期日(払込期間を定めた場合にはその最終日)以降、調整後優先残余財産分配金を適用する。

(ニ) 優先株式につき株式の併合をするとき

優先株式につき株式の併合を行う場合には、株式の併合により減少する株式数の負の値を新規発

行・処分優先株式数とみなし、１株あたり払込金額を零円として優先残余財産分配金調整式を使

用するものとし、株式併合の効力発生日以降、調整後優先残余財産分配金を適用する。

(ホ) 優先株式につき優先株式を目的とする新株予約権無償割当て又は株主に優先株式を目的とする

新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行をするとき

優先株式につき優先株式を目的とする新株予約権無償割当てをするとき又は株主に優先株式を目

的とする新株予約権の割当てを受ける権利を与えて行う募集新株予約権の発行をするときは、調

整後優先残余財産分配金は、それぞれ上記(ロ)号又は(ハ)号に定めるところに準じて適切な優先

残余財産分配金に調整される。

(5) 普通株式を対価とする取得請求権

優先株主は、当社に対し、以下に定める取得を請求することができる期間中、以下に定める取得の条

件で、その有する優先株式の全部又は一部につき、普通株式の交付を対価とする取得を請求することが

できる。

① 取得を請求することができる期間

優先株式の払込期日から起算して１年を経過した日以降

② 取得の条件

(イ) 優先株主は、優先株式の全部又は一部について、当社が優先株式を取得するのと引換えに、優先株

式１株につき下記ａ及びｂに定める取得比率により、下記ｃの定めに従い、当社の普通株式を交付

することを請求することができる。

　ａ. 当初取得比率

当初の取得比率は４とする。
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　ｂ. 取得比率の調整

優先株式発行後、合併、株式交換、株式移転、又は会社分割その他当社の発行済株式の総数が変更

する事由が生じる場合（但し、(4)項①乃至③に定める場合を除く。）で、優先株主の権利・利益

に鑑みての実質的公平の観点から当該取得比率の調整が必要とされる場合には、取締役会が適

切と判断する取得比率に変更される。

　ｃ. 取得と引換えに交付すべき普通株式数

優先株式の取得と引換えに交付すべき当社の普通株式数は、優先株主が取得を請求した優先株

式数に、取得比率を乗じた数とする。なお、取得と引換に交付すべき普通株式数の算出にあたっ

て、１株未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとし、会社法第167条第３項に規定

する金銭は交付しないものとする。

(ロ) 取得請求受付場所

大阪市中央区北浜四丁目５番33号

住友信託銀行株式会社　大阪本店　証券代行部

(ハ) 取得の効力発生

取得請求書及び優先株式の株券が上記(ロ)に記載する取得請求受付場所に到着したときに、当社

は優先株式を取得し、当該取得請求をした株主は、当社がその取得と引換えに交付すべき普通株式

の株主となる。但し、優先株式の株券が発行されないときは、株券の提出を要しない。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

　

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成21年５月１日～
平成21年７月31日

― 72,805,664 ― 20,164,948 ― 7,861,274

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成21年４月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成21年４月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) 普通株式 1,803,000 ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式 35,658,000
A種優先株式35,000,000
　

35,658
35,000

―

単元未満株式 普通株式 344,664 ― ―

発行済株式総数 72,805,664― ―

総株主の議決権 ― 70,658 ―

(注) 「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式は、全て当社保有の自己株式であります。

　

② 【自己株式等】

平成21年４月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総数
に対する所有
株式数の割合(％)

田崎真珠株式会社
神戸市中央区港島中町
６丁目３番地２

1,803,000 ― 1,803,000 2.48

計 ― 1,803,000 ― 1,803,000 2.48

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
11月 12月

平成21年
１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月

最高(円) 103 87 84 83 69 83 67 172 142

最低(円) 72 69 66 40 42 65 59 63 97

(注)　最高・最低株価は、普通株式の東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改

正する内閣府令」(平成21年７月８日内閣府令第41号)附則第２条により、改正後の四半期連結財務諸表規

則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第３四半期連結会計期間(平成21年５月１

日から平成21年７月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成20年11月１日から平成21年７月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けておりま

す。

　なお、従来から当社が監査証明を受けている監査法人トーマツは、監査法人の種類の変更により、平成21年

７月１日をもって、有限責任監査法人トーマツとなりました。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 ※４
 5,807,073

※４
 8,228,487

受取手形及び売掛金 ※４
 1,727,329

※１, ※２, ※４
 2,186,855

商品及び製品 ※４
 9,311,639

※４
 12,268,776

半製品 ※４
 246,891

※４
 346,818

原材料 ※４
 911,110

※４
 851,736

仕掛品 ※４
 640,445

※４
 3,279,864

繰延税金資産 18,641 18,809

その他 1,107,202 1,453,896

貸倒引当金 △77,451 △57,197

流動資産合計 19,692,883 28,578,048

固定資産

有形固定資産 ※３, ※４
 5,265,763

※３, ※４
 9,499,316

無形固定資産 75,162 143,569

投資その他の資産 ※５
 2,492,402

※５
 3,025,872

固定資産合計 7,833,328 12,668,759

資産合計 27,526,212 41,246,808
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年10月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 421,139 182,369

1年内返済予定の長期借入金 ※４
 368,250 －

未払法人税等 109,847 81,489

賞与引当金 56,345 144,459

その他 954,226 1,693,870

流動負債合計 1,909,808 2,102,188

固定負債

長期借入金 ※４
 4,063,305

※４
 9,529,908

退職給付引当金 2,829,539 5,054,749

繰延税金負債 78,682 20,375

再評価に係る繰延税金負債 433,107 741,445

その他 9,096 15,619

固定負債合計 7,413,730 15,362,098

負債合計 9,323,538 17,464,287

純資産の部

株主資本

資本金 20,164,948 20,164,948

資本剰余金 19,710,964 19,711,568

利益剰余金 △21,302,505 △15,787,343

自己株式 △791,246 △790,887

株主資本合計 17,782,161 23,298,285

評価・換算差額等

土地再評価差額金 604,366 657,208

為替換算調整勘定 △183,854 △172,973

評価・換算差額等合計 420,512 484,234

純資産合計 18,202,673 23,782,520

負債純資産合計 27,526,212 41,246,808

EDINET提出書類

田崎真珠株式会社(E02392)

四半期報告書

15/30



(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
　至 平成21年７月31日)

売上高 14,246,750

売上原価 6,651,195

売上総利益 7,595,555

販売費及び一般管理費 ※１
 7,544,496

営業利益 51,058

営業外収益

受取利息 18,065

雑収入 41,222

営業外収益合計 59,287

営業外費用

支払利息 248,999

為替差損 73,860

雑損失 84,106

営業外費用合計 406,966

経常損失（△） △296,620

特別利益

固定資産売却益 535,785

貸倒引当金戻入額 4,150

投資有価証券売却益 20,170

特別利益合計 560,105

特別損失

固定資産除売却損 321,554

リース解約損 228,982

減損損失 1,347,726

事業場閉鎖損失 ※２
 3,963,581

事業構造改善費用 ※３
 45,957

その他 126,804

特別損失合計 6,034,606

税金等調整前四半期純損失（△） △5,771,120

法人税、住民税及び事業税 68,533

法人税等還付税額 △17,926

法人税等調整額 △253,724

法人税等合計 △203,116

四半期純損失（△） △5,568,004
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年５月１日
　至 平成21年７月31日)

売上高 4,329,700

売上原価 1,966,953

売上総利益 2,362,747

販売費及び一般管理費 ※１
 2,307,910

営業利益 54,837

営業外収益

受取利息 4,585

為替差益 18,341

雑収入 10,362

営業外収益合計 33,289

営業外費用

支払利息 69,283

雑損失 10,284

営業外費用合計 79,567

経常利益 8,559

特別利益

固定資産売却益 112

貸倒引当金戻入額 9,939

特別利益合計 10,052

特別損失

固定資産除売却損 7,775

リース解約損 228,982

事業場閉鎖損失 16,577

減損損失 58,731

その他 5,427

特別損失合計 317,493

税金等調整前四半期純損失（△） △298,881

法人税、住民税及び事業税 10,952

法人税等調整額 △5,098

法人税等合計 5,853

四半期純損失（△） △304,735
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成20年11月１日
　至 平成21年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △5,771,120

減価償却費 279,217

減損損失 1,347,726

事業場閉鎖損失 1,330,888

事業構造改善費用 407,658

貸倒引当金の増減額（△は減少） 120

賞与引当金の増減額（△は減少） △88,114

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,225,209

受取利息及び受取配当金 △18,236

支払利息 248,999

為替差損益（△は益） 64,417

投資有価証券売却損益（△は益） △20,170

固定資産除売却損益（△は益） △214,230

リース解約損 228,982

売上債権の増減額（△は増加） 437,137

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,598,082

仕入債務の増減額（△は減少） 252,420

その他 △28,380

小計 1,830,188

利息及び配当金の受取額 13,425

利息の支払額 △221,288

法人税等の還付額 17,926

法人税等の支払額 △123,522

事業場閉鎖損失に伴う支出 △279,049

事業構造改善に伴う支出 △407,658

営業活動によるキャッシュ・フロー 830,020

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △38,118

定期預金の払戻による収入 162,544

有形固定資産の取得による支出 △197,480

有形固定資産の売却による収入 2,071,569

投資有価証券の売却による収入 172,756

その他 78,744

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,250,014

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △5,098,353

その他 △264,114

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,362,467

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,297,888

現金及び現金同等物の期首残高 7,488,868

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,190,980
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年11月１日　至　平成21年７月31日)

　当社グループは、過去４連結会計年度及び当第３四半期連結累計期間において四半期(当期)純損失を計上してお

ります。特に、前連結会計年度は、売上原価の上昇や構造改革に伴う棚卸資産評価損の計上等により、また、当第３

四半期連結累計期間は、構造改革に伴う希望退職者の募集と養殖場等の事業所の閉鎖による費用の計上等により、

大幅な四半期(当期)純損失となりました。

　このため、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社グループは、前連結会計年度において、70億円の増資、及び、これによる取引銀行とのリファイナンスの完了

により、財務制限条項への抵触は回避され、手許流動性等の資金面は大きく改善されました。

　また、当該状況を解消すべく取締役・代表執行役社長田島寿一を始めとする新経営陣の下、中期経営計画を策定

し、ブランド価値刷新・向上を強力に推進し、併せて、適正な人員規模への転換等、構造改革に取り組み、業績の早

期回復と企業価値の増大に向けて邁進してまいります。

　しかしながら、今後も市況の更なる厳しさが予想される環境にあり、引き続き販売力の早期回復、商品力向上、及

び、販売費及び一般管理費の削減を強力に推進いたしますが、収益力の回復と利益の確保並びに資金面について、

現時点では重要な不確実性が認められます。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年11月１日　至　平成21年７月31日)

　会計方針の変更

連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会　平成18

年５月17日　実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。

　なお、これによる損益に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年11月１日　至　平成21年７月31日)

　一部簡便な会計処理を適用しておりますが、重要性が乏しいため注記を省略しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末
(平成20年10月31日)

　１　　　　　　　　――――――

 

※１　売上債権流動化

当社は、裏書方式による受取手形の流動化を行っ
ており、当連結会計年度末の譲渡残高は322,212千
円であります。
　なお、受取手形裏書譲渡額のうち、132,603千円は、
信用補完その他の目的により支払保留とされてお
り、流動資産のその他に含めて表示しております。

　２　　　　　　　　―――――― ※２　受取手形割引高は100,845千円であります。

※３　有形固定資産減価償却累計額

10,693,463千円

※３　有形固定資産減価償却累計額

14,020,515千円
※４　下記資産を一年内返済予定の長期借入金368,250

千円及び長期借入金4,063,305千円の担保に供して
おります。

預金 642,690千円

受取手形及び売掛金 1,234,312

商品及び製品 8,503,692

半製品 246,891

原材料 798,381

仕掛品 474,456

有形固定資産 2,635,391

　計 14,535,817

※４　下記資産を長期借入金9,529,908千円の担保に供
しております。

預金 728,843千円

受取手形及び売掛金 1,954,045

商品及び製品 11,305,006

半製品 346,818

原材料 723,413

仕掛品 2,831,898

有形固定資産 6,301,914

　計 24,191,941

※５　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 86,282千円

※５　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

投資その他の資産 105,835千円

　６　財務制限条項
借入金4,431,555千円には、財務制限条項がつい
ており、下記の条項に抵触した場合、借入金は該当
する借入先に対し借入金を一括返済することに
なっております。(複数ある場合は、条件の厳しい方
を記載しております。)
(1) 連結又は単体の自己資本額が、13,000,000千円

を下回った場合
(2) 連結又は単体が平成21年10月期以降２期連続

経常損失となった場合(ただし、再建計画立案
・実行支援のためのコンサルティング費用等
の一時的費用は、経常利益の算定から除く)

(3) その他キャッシュ・フローに関する指標が一
定の数値を下回った場合

　６　財務制限条項
借入金9,529,908千円には、財務制限条項がつい
ており、下記の条項に抵触した場合、借入金は該当
する借入先に対し借入金を一括返済することに
なっております。(複数ある場合は、条件の厳しい方
を記載しております。)
(1) 連結又は単体の自己資本額が、13,000,000千円

を下回った場合
(2) 連結又は単体が平成21年10月期以降２期連続

経常損失となった場合(ただし、再建計画立案
・実行支援のためのコンサルティング費用等
の一時的費用は、経常利益の算定から除く)

(3) その他キャッシュ・フローに関する指標が一
定の数値を下回った場合
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(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年11月１日 
　至　平成21年７月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 193,483千円

販売促進費 736,943 〃

給与手当 2,238,967 〃

賞与 131,969 〃

退職給付費用 222,846 〃

減価償却費 179,503 〃

福利厚生費 477,005 〃

旅費交通費 262,236 〃

賃借料 1,359,307 〃

※２　事業場閉鎖損失

当第３四半期連結累計期間において、養殖事業の
効率化のために一部の養殖場を閉鎖したことに伴
う棚卸資産評価損及び減損損失等であります。

※３　事業構造改善費用の内訳は、希望退職割増退職金

及び退職給付制度終了利益等であります。

　

第３四半期連結会計期間

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年５月１日 
　至　平成21年７月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費 45,628千円

販売促進費 225,763 〃

給与手当 700,596 〃

賞与 44,457 〃

退職給付費用 71,223 〃

減価償却費 78,358 〃

福利厚生費 121,338 〃

旅費交通費 80,743 〃

賃借料 429,276 〃
 

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年11月１日
　至　平成21年７月31日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年７月31日現在)

現金及び預金 5,807,073千円

預入期間が３か月超の定期預金 △616,093

現金及び現金同等物 5,190,980

　

EDINET提出書類

田崎真珠株式会社(E02392)

四半期報告書

21/30



(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年７月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自　平成20年11月１日　

至　平成21年７月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 37,805,664

Ａ種優先株式(株) 35,000,000

合計 72,805,664

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 1,807,230

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

　　　

該当事項はありません。

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当第３四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当

の効力発生日が当第３四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　　

該当事項はありません。

　

４　株主資本の著しい変動に関する事項

　

該当事項はありません。
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(リース取引関係)

　
当第３四半期連結累計期間

(自　平成20年11月１日　至　平成21年７月31日)
及び

当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日)

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常

の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っており、当

四半期連結会計期間末におけるリース取引残高に前連結

会計年度末に比べて著しい変動が認められます。

 

(借主側)

１　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び四半期末残高相当額

　
有形固定資産
(千円)

合計
(千円)

取得価額
相当額

61,387 61,387

減価償却累
計額相当額

37,125 37,125

四半期末
残高相当額

24,262 24,262

２　未経過リース料四半期末残高相当額

　１年内 11,120千円

　１年超 13,141 〃

　合　計 24,262千円

なお、取得価額相当額及び未経過リース料四半期

末残高相当額は、未経過リース料四半期末残高が、有

形固定資産の四半期末残高に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定しております。

３　支払リース料及び減価償却費相当額

(四半期連結累計期間)

支払リース料 82,821千円

減価償却費相当額 82,821 〃

(四半期連結会計期間)

支払リース料 13,853千円

減価償却費相当額 13,853 〃

４　減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日)

　

　
小売事業
(千円)

卸売事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

2,518,3491,811,3514,329,700 ― 4,329,700

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 22,241 22,241 (22,241) ―

計 2,518,3491,833,5924,351,942(22,241)4,329,700

営業利益又は
営業損失(△)

△22,684 361,498 338,814(283,977)54,837

(注) １　事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２　事業区分の主な内容

(1) 小売事業………店舗販売・展示会販売・外商販売等

(2) 卸売事業………国内卸売・海外卸売・ルート販売等

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年11月１日　至　平成21年７月31日)

　

　
小売事業
(千円)

卸売事業
(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

8,797,8535,448,89714,246,750 ― 14,246,750

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

― 98,268 98,268 (98,268) ―

計 8,797,8535,547,16514,345,019(98,268)14,246,750

営業利益 856,488 345,9461,202,434(1,151,376)51,058

(注) １　事業区分は内部管理上採用している区分によっております。

２　事業区分の主な内容

(1) 小売事業………店舗販売・展示会販売・外商販売等

(2) 卸売事業………国内卸売・海外卸売・ルート販売等
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【所在地別セグメント情報】

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日)

　

　
日本
(千円)

アジア
(千円)

その他の
地域(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

3,829,874437,40262,4224,329,700 ― 4,329,700

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

125,75018,520 3,758 148,029(148,029) ―

計 3,955,624455,92366,1814,477,730(148,029)4,329,700

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

322,70046,769△42,996326,473(271,636)54,837

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……………香港・中国・台湾・韓国・ミャンマー

(2) その他の地域……米国・ベルギー

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年11月１日　至　平成21年７月31日)

　

　
日本
(千円)

アジア
(千円)

その他の
地域(千円)

計
(千円)

消去又は
全社(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　 　

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

12,811,8801,268,249166,62014,246,750 ― 14,246,750

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

345,206493,364 5,226 843,798(843,798) ―

計 13,157,0871,761,613171,84715,090,548(843,798)14,246,750

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

1,113,537151,325△100,5201,164,343(1,113,284)51,058

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度により区分しております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……………香港・中国・台湾・韓国・ミャンマー

(2) その他の地域……米国・ベルギー
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【海外売上高】

当第３四半期連結会計期間(自　平成21年５月１日　至　平成21年７月31日)

　

Ⅰ　海外売上高(千円) 740,352

Ⅱ　連結売上高(千円) 4,329,700

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 17.10

(注) １　国又は地域の区分は地理的近接度によっており、米国・アジア等に区分しておりますが、連結売上高に占める

各区分毎の売上高の割合は、いずれも10％未満であります。

２　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

当第３四半期連結累計期間(自　平成20年11月１日　至　平成21年７月31日)

　

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,914,355

Ⅱ　連結売上高(千円) 14,246,750

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 13.44

(注) １　国又は地域の区分は地理的近接度によっており、米国・アジア等に区分しておりますが、連結売上高に占める

各区分毎の売上高の割合は、いずれも10％未満であります。

２　海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

　

(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末
(平成20年10月31日)

　 　

　 103円43銭
　

　 　

　 135円12銭
　

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日)

前連結会計年度末
(平成20年10月31日)

純資産の部の合計額(千円) 18,202,673 23,782,520

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― ―

普通株式に係る純資産額(千円) 18,202,673 23,782,520

１株当たり純資産額の算定に用いられた株式の数(株) 175,998,434 176,012,072

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針４号)にしたがい、転換仮定方式に準じ

て算定された株式数(期末優先株式数に転換比率４を乗じて算定された株式数)を、普通株式の発行済株式数に加えて、１

株当たり純資産額を算定しております。
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２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第３四半期連結累計期間

　
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年７月31日)

１株当たり四半期純損失 31円64銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失が計上されているため記載

しておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結累計期間
(自　平成20年11月１日 
  至　平成21年７月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)(千円) △5,568,004

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △5,568,004

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

１株当たり四半期純損失の算定に用いられた株式の数(株) 176,005,285

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針４号)にしたがい、転換仮定

方式に準じて算定された株式数(期末優先株式数に転換比率４を乗じて算定された株式数)を、普通株式の期中

平均株式数に加えて、１株当たり四半期純損失を算定しております。

　

第３四半期連結会計期間

　
当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年５月１日 
  至　平成21年７月31日)

１株当たり四半期純損失 1円73銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―
　

(注) １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失が計上されているため記載

しておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間
(自　平成21年５月１日 
  至　平成21年７月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)(千円) △304,735

普通株式に係る四半期純損失(△)(千円) △304,735

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

１株当たり四半期純損失の算定に用いられた株式の数(株) 176,000,153

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針４号)にしたがい、転換仮定

方式に準じて算定された株式数(期末優先株式数に転換比率４を乗じて算定された株式数)を、普通株式の期中

平均株式数に加えて、１株当たり四半期純損失を算定しております。
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(重要な後発事象)

当社は、平成21年８月17日開催の当社取締役会において、当社執行役及び従業員に対し、ストックオプ

ションとして新株予約権を割り当てることを決議し、平成21年９月１日に新株予約権を割り当ていたしま

した。なお、当社取締役及び執行役に対してストックオプションとして発行する新株予約権につきまして

は、報酬委員会の審議に基づき、取締役会で決議しております。

　なお、当社は平成21年１月23日の定時株主総会において、新株予約権の募集事項決定の当社取締役会の委

任につき、株主の皆様のご承認をいただいておりますが、「新株予約権の行使により株式を発行する場合に

おける増加する資本金及び資本準備金に関する事項」(会社法第236条第１項第５号)の明記を欠きました

ため、念のため、会社法第236条、第238条及び第240条に基づく取締役会決議を行ったものであります。

　

(1) 発行した新株予約権の数

6,930個

(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数

普通株式　6,930,000株

(3) 新株予約権の発行価額

無償

(4) 新株予約権の行使時の払込金額

１株当たり　60円

(5) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の１株当たり発行価格及び資本組入額

発行価格　60円　　　　資本組入額　30円

(6) 新株予約権の行使期間

平成23年３月１日から平成31年２月末日まで

(7) 新株予約権の発行価額の総額

415,800千円

(8) 当連結会計年度以降における費用計上予定総額及び科目名

販売費及び一般管理費　566,815千円

　

２【その他】

　

　　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年９月10日

田 崎 真 珠 株 式 会 社

取 締 役 会　　御 中

　

有限責任監査法人　ト ー マ ツ

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　木　　村　　文　　彦　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　岡　　本　　健　一　郎　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている田崎

真珠株式会社の平成20年11月１日から平成21年10月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間(平

成21年５月１日から平成21年７月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年11月１日から平成21年７

月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、田崎真珠株式会社及び連結子会社の平成21年

７月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経

営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事

項がすべての重要な点において認められなかった。
　
追記情報

１．継続企業の前提に関する注記に記載されているとおり、過去４連結会計年度及び当第３四半期連結累

計期間にわたり四半期(当期)純損失を計上している。特に、前連結会計年度は、売上原価の上昇や構造改革に

伴う棚卸資産評価損の計上等により、また、当第３四半期連結累計期間は、構造改革に伴う希望退職者の募集

と養殖場等の事業場の閉鎖による損失の計上等により、大幅な四半期(当期)純損失となっており、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しており、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。

なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性が認められる理由については当該注記に記載されている。

四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な不確実性の影響を四半期連

結財務諸表には反映していない。

２．重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成21年８月17日開催の取締役会において、執行役及

び従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を割り当てることを決議し、平成21年９月１日に新株

予約権を割り当てている。
　
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
　

以　上
　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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